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　4月1日～5年3月31日の公設放課
後児童クラブの入所申し込みを次の
とおり受け付けます。
※ 今年度に入所承認を受けた方も、来年度の

利用を希望される場合は、申請が必要です

 対象施設・
▶綾瀬小放課後児童クラブ（綾瀬小
学校内）　40人▶ながぐつ放課後児
童クラブ（ながぐつ児童館内）　35
人▶落合小放課後児童クラブ（落合
小学校内）　40人▶土棚小放課後児
童クラブ（土棚小学校内）　32人
 
市内在住で、保護者の就労などによ
り、昼間家庭での児童の健全な育成
を行うことが困難な世帯の小学生
※就労証明書などの書類が必要
※申請書にマイナンバー要記載

 
▶申請書　12月16日から保育課、各
児童館、各公設放課後児童クラブ、各
保育園で配布します（市 からもダ
ウンロード可）
▶期間　1月11日～21日（土・日曜
日を除く）8時30分～12時・13時～
17時、1月22日・23日8時30分～12
時、1月24日・25日8時30分～12時 
・13時～17時、1月26日8時30分～
12時・13時～19時
▶提出　同課へ直接（郵送可、児童
館、保育園では受け付け不可）
 結果の通知
選考後、2月中旬に入所の可否を通
知

同課☎70･1702

　注文していないにもかかわらず、一
方的に商品を送り付け代金を請求する

「送り付け商法」について、3年に「特
定商取引法」が改正され、消費者は直
ちに処分することができるようになり
ました（改正前は商品の送付があった
日から14日間は処分することができま
せんでした）。
　一方的に商品の送付があっても契
約は成立しておらず、代金を支払う必
要はありません。万が一開封や処分を

しても代金支払い義務は生じません。
もし誤解して代金支払いをした場合、
事業者に支払った代金の返還を請求
することができます。
　この規定は海外から送付された商
品にも適用されます。
　注文した覚えのない商品が届いたら、
受け取りを拒否し、代金を払わないよ
うにしましょう。

消費生活センター☎70･3335

広 告 広 告

注文や契約した覚えがないのに一方的に商品を送り付け
代金を請求する送り付け商法の被害が増えています。

くらしの
消費生活
相談

 

送り付け商法にご注意

を図るとともに、市民の防火思想の普
及と警火心の高揚を目的に毎年行って
いるものです。学年ごとに定められた
課題を半紙（縦333mm×横240mm）
に書き、1月11日に各学校へ提出。
市内在学の小学3年生～中学生 予防
課☎76･2166
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●同センター、野球場などの利用申し込み
▶3月分利用申し込み　1月3日（月）8
時30分から市 公共施設予約システ

ムか同センター
▶4月分の利用抽選▷ 　登録区分が

「市民｣｢市民1/2超｣の団体▷ 　1月3
日～15日に同システムか同センター
●トレーニング講習会
トレーニング室の器具の使用方法など
の講習会。 同センターで要確認 高
校生以上の方（同室を初めて利用する
方は必ず受講） 運動着、体育館履き
●その他
新型コロナウイルス感染症対策のルー
ルがあります。詳しくは同センター

https://nicspark.com/ayase/を
見てください。

募 集
学校給食配膳員

▶内容　小・中学校の学校給食配膳業
務▶勤務地　市内小･中学校▶勤務時
間　週5日10時～14時（夏季休業など
で学校給食がない日は休み）▶賃金　
時給1040円▶任用期間　4月～5年3
月▶ 　若干名▶その他　後日面接
あり▶ 　市販の履歴書（要写真）に記
入し、1月6日までに学校給食センター

（☎77･1717）へ直接
高齢者などの紙おむつ
給付事業の受託事業者

４年度に高齢者などの紙おむつの注文、
受け付け、配送などを円滑に実施できる
受託業者。 12月15日～27日に地域
包括ケア推進課☎77･1116

自衛官候補生（任期制自衛官）

▶ ・ ・ 　表のとおり▶ 　18
～32歳の方▶詳細　要問い合わせ▶
その他　Web試験での実施

防火作品（書道）

春の火災予防運動の一環として、防火
作品（書道）を募集。防火作品（書道）は、
その制作過程を通じて防火意識の高揚

8時30分～17時15分（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く） 同局雇用環境・
均等部指導課（横浜市中区） 同課☎
045･211･7380

叙勲受章者

▶旭日小綬章▷笠間城治郎氏　元市
長（78、寺尾西）▶ 　秘書広報課☎
70･5648▶瑞宝単光章▷白石賀廣氏 
　元消防職員（80、寺尾西）▶ 　消
防総務課☎76・2112
※市が推薦した方のみ掲載しています

歳末火災特別警戒

消防本部、消防署、消防団では、「歳末
火災特別警戒」を実施します。年末は
何かと慌ただしく火の取り扱いがおろ
そかになりがちです。「おうち時間　家
族で点検　火の始末」をスローガンに
火の元を確かめ、火災のない安全で安
心な新年を迎えましょう。同警戒期間
中、消防署では市内巡回を実施。消防
団では、19時から市内6カ所の分団待
機室に、それぞれ10人程度の団員を確
保し、有事の際の警備体制を強化しま
す。 12月26日（日）～31日（金） 予
防課☎76･2166
＜特別警戒督

とくれい
励＞

市長、議長、消防職団幹部による督励
を実施。 12月26日（日）19時から
消防本部訓練場

コミュニティバス
年末年始の運休

コミュニティバス「かわせみ」は、12月
29日（水）～1月3日（月）、運休します。

都市整備課☎70･5629
地域における小学校就学前の
子どもを対象とした多様な
集団活動事業の利用支援

幼児教育・保育の無償化の給付を受け
ておらず、幼稚園類似施設（市の定める
基準に適合した集団活動を行っている

施設など）を利用する、満3歳以上の幼
児の保護者の保育料の一部を給付しま
す。 3年4月1日以降の利用者 まず
施設などからの申請が必要です。詳細
は市 か保育課☎70･5615へ。
「改正育児・介護休業法に関する

特別相談窓口」の設置
改正育児・介護休業法は、4月1日から
3段階で施行されます。神奈川労働局
では、育児・介護休業法の改正に伴い
特別相談窓口を設置し、改正育児・介
護休業法に関する相談に応じます。

　以前、利用したことのある魚介類の事業者から「注
文いただいた商品を送る」と突然電話があり、申し込
んだ覚えのないカニが届いた。請求書が入っていたが
支払わなければならないか。

① 1/29（土）

武山駐屯地
（横須賀市）

12/16～1/11
（12/20～1/10

は除く）
② 2/11（金・祝）

1/24～31
③ 2/19（土）
④ 2/23（水・祝） 2/1～14
⑤ 3/5（土） 2/14～21

入所申し込み受け付け開始

公設放課後児童クラブ
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